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専用スマホアプリでのご利用方法

321

「つながる自動車保険アプリ」を起動 専用スマホアプリのトップ画面から、
「お客さま専用ページ」にタッチ

4

メールアドレス・パスワードを入力

5

メニュー画面から
「安全運転アドバイス」にタッチ

＜安全運転アドバイス画面＞

「お客さま専用ページ」トップ画面
から「ログイン」にタッチ

専用スマホアプリのインストール時
にご登録（P15参照）いただいた、
メールアドレス・パスワード（半角
英数字8ケタ）の入力が必要になり
ます。
■	初回はメールアドレス・パスワー
ドともに入力
■2回目以降はパスワードのみ入力
（メールアドレスはプリセットさ
れます）

パスワードを忘れた場合または規定
回数以上パスワードの入力を失敗し
た場合は、登録されているメールアド
レス宛てにパスワードをお送りします
ので、再度ログインし直してください。
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（2）「安全運転アドバイス」の表示項目について
毎月の運転状況に応じた「安全運転アドバイス」では、以下の項目が表示されます。

表示項目 内容

総合評価 前月分の車両運行情報を分析し、総合評価を表示

安全運転アドバイス 同じ車種の他ユーザーとの比較や過去の成績との比較に基づきアドバイス

ワンポイント情報 車両運行情報に応じた安全に関するワンポイント情報をご紹介

過去の成績（アドバイス）の閲覧 毎月中旬以降に更新。過去12か月分のアドバイスの閲覧が可能

●「安全運転アドバイス」は、ご契約のお車単位でのアドバイスとなります。
複数の方がご契約のお車を運転された場合、ご契約のお車を運転されたすべての方の運転状況に応じたアドバイスとな
りますのでご留意ください。

●	ご契約のお車を全く運転しなかった月は、「該当データがありません。」と表示されます。
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6．ご契約期間中の留意事項

（1）スマホを買い替えた場合、もしくはメールアドレスを変更した場合

スマホを買い替えた場合

お持ちのスマホを買い替えた場合は、再度以下の設定を行ってください。

■T-Connectナビとスマホの接続・T-Connectナビの通信方法設定　 設定方法についてはP4を参照してください。
　（DCMパッケージを除く）
■専用スマホアプリのインストール・メールアドレスの登録　 登録方法についてはP14を参照してください。

メールアドレスを変更した場合

P15でご登録いただいたメールアドレスが変更となる場合は、下記の手順でメールアドレス変更登録を行ってください。

【読み方】
A	⇒確認後P33へ
B	⇒確認後P33へ
C	⇒（2）、（3）のみ確認後P33へ
D	⇒確認後P33へ

3

21

専用スマホアプリのトップ画面から、
「お客さま専用ページ」にタッチ

4

メールアドレス変更画面
で「変更後メールアドレス」
を入力

5

6

「お客さま専用ページ」トップ画面

メールアドレス変更画面
で「OK」にタッチ

メールアドレス変更画面

メニュー画面

専用スマホアプリのインストール時に
ご登録いただいたメールアドレス・パ
スワード（半角英数字8ケタ）の入力が
必要になります。
■	初回はメールアドレス・パスワード
ともに入力
■2回目以降はパスワードのみ入力
（メールアドレスはプリセットされ
ます）
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（2）お車を買い替えた場合の留意点
つながる自動車保険では、保険期間の中途でお車の入替はできません。
保険期間の中途でお車を買い替えた場合には、現在のつながる自動車保険契約を解約いただき、
新たに契約を締結していただく必要がありますので、代理店・扱者もしくは当社までご連絡ください。

（3）カーナビ利用契約の解約およびスマホ解約時の留意点
保険期間の中途で、以下のいずれかの事由が発生した場合は、つながる自動車保険を解約いただくことになります。
①T-ConnectまたはG-LinKの利用契約を解約された場合
②T-Connectナビをご利用の方が、スマホを解約された場合（DCMパッケージの場合を除きます）※
※	スマホを買い替えた場合は、あらためて、	1.（1）②STEP2（P4参照）や1.（1）④STEP4（P14参照）の手続きを行っていただくこ
とで、つながる自動車保険を引き続き継続いただくことができます。

上記①・②の場合で、つながる自動車保険の解約手続きをされず、当社でご契約のお車の走行距離情報を把握できない期間が
発生した場合には、実際の走行距離にかかわらず、原則、カーナビから取得可能な直近3か月の走行距離情報に基づき、当社
が算出した保険料を払い込んでいただくことになります。お客さまによっては、実際の走行分保険料相当額を超えるご負担が
生じることもありますので、十分ご注意ください。

 つながる自動車保険の解約手続きが遅延した場合の走行分保険料算出基準

T-Connect	契約

自動車保険契約

走行距離情報

走行分保険料

有

実走行分保険料
一般契約

解約

なし

原則、直近3か月の走行
距離に基づく保険料

解約

つながる自動車保険
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7．保険料請求方法とお引落しサイクル

（1）保険料請求方法
毎月の請求方法は以下のとおりとなります。

実走行距離 基本保険料 走行分保険料

0㎞ 請求します 請求しません

1㎞以上 請求します 請求します

（2）お引落しのサイクルについて
基本保険料・走行分保険料ともに毎月のお引落しとなります。また、走行分保険料については初回基本保険料払込月の翌月か
らお引落しとなります。
※1	走行距離の送信が遅れた場合のお引落しのサイクルについてはP35参照
※2		保険料の変更を伴うご契約内容の変更があった場合は、お引落しのサイクルが異なりますので、代理店・扱者または当社
にお問合せください。

①クレジットカード払の場合（TS CUBIC CARD）

「TS	CUBIC	CARD」のお支払日により、初回基本保険料のお引落し開始月が異なります。

お支払日 初回基本保険料のお引落し開始月
2日払 始期日の属する月の3か月後
17日払 始期日の属する月の2か月後

	4月1日を始期日とする契約の保険料を払い込んでいただく場合

4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月 5月 6月 7月 8月
保険期間

2
日
払

基本保険料の
払込回目 ① ② ③ ⑩ ⑪ ⑫ 1 2

走行分保険料
の払込回目 ① ② ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 1

17
日
払

基本保険料の
払込回目 ① ② ③ ④ ⑪ ⑫ 1 2 3

走行分保険料
の払込回目 ① ② ③ ⑩ ⑪ ⑫ 1 2

■基本保険料
2日払は始期日の属する月の3か月後である7月、17日払は2か月後である6月にお引落し開始となります（以降、毎月定額
で払い込んでいただきます）。

■走行分保険料
初回基本保険料払込月の翌月となるので、2日払は8月、17日払は7月にお引落し開始となります（以降、毎月の走行距離
に応じて払い込んでいただきます）。

【読み方】
A	⇒確認後P36へ
B	⇒（1）、（2）のみ確認後P36へ
C	⇒（1）、（2）のみ確認後P36へ
D	⇒（1）、（2）のみ確認後P36へ

現契約 継続契約
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②口座振替の場合

始期日の属する月の翌月から、初回基本保険料のお引落しが開始となります。

	4月1日を始期日とする契約の保険料を払い込んでいただく場合

4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月 5月 6月 7月 8月
保険期間
基本保険料の
払込回目 ① ② ③ ④ ⑤ ⑫ 1 2 3 4

走行分保険料
の払込回目 ① ② ③ ④ ⑪ ⑫ 1 2 3

■基本保険料
始期月の翌月である5月にお引落し開始となります（以降、毎月定額で払い込んでいただきます）。

■走行分保険料
初回基本保険料払込月の翌月となるので、6月にお引落し開始となります（以降、毎月の走行距離に応じて払い込んでいた
だきます）。

現契約 継続契約



35

1
初
期
設
定

2
ご
乗
車
の
都
度

お
願
い
し
た
い
こ
と

3
保
険
料
の
算
出
方
法

4
事
故・故
障
、ト
ラ
ブ
ル
時

の
サ
ポ
ー
ト
機
能

5
安
全
運
転
ア
ド
バ
イ
ス
の

ご
利
用
に
つ
い
て

6
ご
契
約
期
間
中
の

留
意
事
項

7
保
険
料
請
求
方
法
と

お
引
落
し
サ
イ
ク
ル

8
解
約
時
に
ご
留
意

い
た
だ
き
た
い
事
項

9
満
期
時
に
ご
留
意

い
た
だ
き
た
い
事
項

（3）走行距離の送信が遅れた場合のお引落しのサイクル
実際に走行されていたにも関わらず当社でお客さまの走行距離情報が確認できない場合※で、実際の走行日よりもあとの日に
走行距離情報を送信いただいたときは、通常の保険料のお引落しのサイクルと異なる場合があります。（通常の保険料のお引
落しのサイクルは、P33参照）
※カーナビとスマホを所定の設定方法で接続せずにご契約のお車を走行した場合等

		4月1日を始期日とする契約（口座振替）で、4月1日〜7月1日までの走行距離について、7月15日に一度に送信された場合
・［毎月］基本保険料：10,000円
・［1回目（4月分）］4月1日〜5月1日の走行距離：2,000km（4,000円）
・［2回目（5月分）］5月1日〜6月1日の走行距離：1,000km（2,000円）
・［3回目（6月分）］6月1日〜7月1日の走行距離： 800km（1,600円）
※保険料はイメージです

4月 5月 6月 7月 8月

基本保険料
払込回目 1回目 2回目 3回目 4回目

引落し額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

走
行
分
保
険
料

走行距離情報の
送信が毎回ある場合

払込回目 1回目 2回目 3回目

引落し額 ･4,000円 ･2,000円 ･1,600円

データ
送信有無

走行距離情報の
送信が遅れた場合

払込回目 1回目 2回目 3回目

引落し額 ･0円 ･0円

4,000円
＋

2,000円
＋

1,600円

データ
送信有無

●走行距離情報の送信が毎回ある場合の走行分保険料は、4月分は6月、5月分は7月にお引落しとなります。
●	一方、実際に4月・5月に走行しているにもかかわらず走行距離情報の送信がされていない場合は、4月分・5月分の走
行距離が0kmと判定されて、6月・7月にお引落しとなる走行分保険料は0円となります。7月に4月分・5月分・6月分の
走行距離情報が一度に送信された場合は、8月に『4月分（4,000円）＋5月分（2,000円）＋6月分（1,600円）＝7,600円』の
走行分保険料がお引落しとなります。

※この場合の払込期日は、走行分保険料（3回目）の払込期日となります。

データ送信あり
5月分

（1,000km）

データ送信あり
6月分

（800km）

データ送信あり
4月分

（2,000km）

データ送信なし
5月分

（0km）

データ送信あり
4・5・6月分

（2,000km＋
1,000Km＋

800km）

データ送信なし
4月分

（0km）
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8．解約時にご留意いただきたい事項

（1）解約時の保険料払込みについて
基本保険料・走行分保険料は走行距離算出期間より遅れて請求されます（P.21参照）。
そのため、保険期間の途中で保険契約を解約される場合、解約時点でまだ請求されていない基本保険料・走行分保険料の払込
みが必要となります。
（解約発生月の走行距離は、前回算出の走行距離情報を始点、解約日時点での最新の走行距離情報を終点とします）
※解約時の未払込保険料等については、当社に直接払い込んでいただくことがあります。

未払込保険料を払い込んでいただけない場合、ご契約は「解約」ではなく「解除」となる場合があります。なお、ご契約が「解
除」となった場合、原則としてご契約の等級を継承できませんので、ご注意ください。

（2）解約日までの走行距離情報送信のお願い
当社は、保険契約者よりご契約の解約のお申し出をいただいた場合、解約日時点の走行距離にもとづいて、走行分保険料を算
出します。そのため、解約時には必ず解約日までの走行距離情報を送信していただく必要があります。

送信方法についてはP20を参照してください。

実際のお車の走行の有無に関わらず走行距離情報の送信を行ってください。
また、解約日から7日以内に走行距離情報の送信を行ってください。

	7月19日に解約のお申出を行い、7月20日を解約日とする契約のデータ送信期間

解約のお申出
7/19

解約日
7/20

データ送信
期限（7/27）

データ送信期間

解約日から7日以内

（3）解約日までの走行距離情報が送信されなかった場合
解約日から7日以内に、解約日までの走行距離情報の送信が当社で確認できなかった場合には、ご契約のお車の実際の走行距
離にかかわらず、原則、カーナビから取得可能な直近3か月の走行距離情報に基づき当社が算出した保険料を払い込んでいた
だきます。お客さまによっては、実際の走行分保険料相当額を超えるご負担が生じることもありますので、十分ご注意ください。

【読み方】
A	⇒確認後P37へ
B	⇒（1）のみ確認後P37へ
C	⇒（1）のみ確認後P37へ
D	⇒（1）のみ確認後P37へ
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9．満期時にご留意いただきたい事項

（1）満期時の注意点

①満期日までの走行距離情報送信のお願い

保険契約者がつながる自動車保険契約でご継続する・しないにかかわらず、満期日までの走行距離情報を送信していただく必
要があります。

送信方法についてはP20を参照してください。

②満期日までの走行距離情報が送信されない場合

満期日の翌月末までに、満期日までの走行距離情報の送信が当社で確認できなかった場合には、ご契約のお車の実際の走行距
離にかかわらず、原則、カーナビから取得可能な直近3か月の走行距離に基づき当社が算出した保険料を払い込んでいただき
ます。なお、実際の走行分保険料相当額を超えるご負担が生じることもありますので、十分ご注意ください。

（2）保険契約継続時の注意点
「T-Connect（DCMパッケージ）」、「G-Link」利用契約の継続について

「T-Connect（DCMパッケージ）」利用契約は、初年度（2年目）は更新手続きが必要となりますが、それ以降は自動継続となり
ます。また、「G-Link」利用契約は、1年または2年毎に継続手続きが必要になります。利用契約期間満了の1〜2か月前に、
トヨタメディアサービス㈱から継続手続きのご案内が実施されます。保険期間の中途で利用契約が終了する場合は、必ず
「T-Connect（DCMパッケージ）」、「G-Link」の利用契約の契約手続きを行ってください。利用契約の継続手続きを行わない	
場合は、利用契約期間終了後は走行距離情報の送信が行えないため、つながる自動車保険の解約手続きが必要となります。

【読み方】
A	⇒全て確認
B	⇒（2）のみ確認
C	⇒（2）のみ確認
D	⇒（2）のみ確認


